
◎佐賀県条例第16号

　　佐賀県手数料条例の一部を改正する条例

佐賀県手数料条例（平成12年佐賀県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

事務
納付義務

者

手数料 納付時

期
事務

納付義務

者

手数料 納付時

期名称 額 名称 額

１～407の８の２ 略 １～407の８の２ 略

407の９ 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第29条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の認定の申

請に対する審

査

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

の認定を

申請する

者

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる建築

物の区分に応じ、

それぞれ次に定

める金額（当該

申請に併せて建

築基準法第６条

第１項に規定す

る建築基準関係

規定に適合する

かどうかの確認

を申請するとき

は、建築基準法

施行条例別表第

１号に掲げる額

（当該確認審査

に構造計算適合

性判定を要する

認定申

請のと

き

407の９ 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第29条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の認定の申

請に対する審

査

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

の認定を

申請する

者

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる建築

物の区分に応じ、

それぞれ一の建

築物につき次に

定める金額（当

該申請に併せて

建築基準法第６

条第１項に規定

する建築基準関

係規定に適合す

るかどうかの確

認を申請すると

きは、建築基準

法施行条例別表

第１号に掲げる

額（当該確認審

査に構造計算適

認定申

請のと

き

1



改正前 改正後

部分が含まれる

ときは、同表第

１号の２に掲げ

る手数料を加算

した額）の手数

料を加算した額）

(1)～(5) 略

合性判定を要す

る部分が含まれ

るときは、同表

第１号の２に掲

げる手数料を加

算した額）の手

数料を加算した

額）

(1)～(5) 略

407の10 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第31条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の変更の認

定の申請に対

する審査

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

の変更の

認定を申

請する者

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料

前号の手数料の

欄に掲げる場合

の区分に応じ、

それぞれ当該手

数料の金額の２

分の１に相当す

る金額

変更認

定申請

のとき

407の10 建築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第31条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の変更の認

定の申請に対

する審査

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

の変更の

認定を申

請する者

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画変更

認定申

請手数

料

前号の手数料の

欄に掲げる場合

の区分に応じ、

それぞれ一の建

築物につき当該

手数料の金額の

２分の１に相当

する金額。ただ

し、当該計画の

変更内容に新た

な他の建築物の

追加が含まれる

場合における当

該他の建築物に

係る手数料は、

前号の手数料の

欄に掲げる場合

の区分に応じ、

変更認

定申請

のとき
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改正前 改正後

それぞれ当該手

数料の金額と同

額

407の11～452 略 407の11～452 略

453 道路交通

法第89条の規

定に基づく大

型自動車免許、

中型自動車免

許又は準中型

自動車免許に

係る試験の実

施

大型自動

車免許、

中型自動

車免許又

は準中型

自動車免

許に係る

試験を受

けようと

する者

大型自

動車免

許、中

型自動

車免許

又は準

中型自

動車免

許試験

手数料

(1) 略

(2) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

又は第５号に

該当して同項

の規定の適用

を受ける場合

1,900円

受験申

込みの

とき

453 道路交通

法第89条の規

定に基づく大

型自動車免許、

中型自動車免

許又は準中型

自動車免許に

係る試験の実

施

大型自動

車免許、

中型自動

車免許又

は準中型

自動車免

許に係る

試験を受

けようと

する者

大型自

動車免

許、中

型自動

車免許

又は準

中型自

動車免

許試験

手数料

(1) 略

(2) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

又は第５号に

該当して同項

の規定の適用

を受ける場合

（(3)に掲げ

る場合を除く｡）

1,900円

(3) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

（道路交通法

施行令（昭和

35年政令第270

号）第33条の

６の２第６号

に規定する理

由に限る｡）

に該当して同

受験申

込みの

とき
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改正前 改正後

(3) 略

項の規定の適

用を受ける場

合 800円

(4) 略

454 道路交通

法第89条の規

定に基づく普

通自動車免許

に係る試験の

実施

普通自動

車免許に

係る試験

を受けよ

うとする

者

普通自

動車免

許試験

手数料

(1) 略

(2) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

又は第５号に

該当して同項

の規定の適用

を受ける場合

1,900円

受験申

込みの

とき

454 道路交通

法第89条の規

定に基づく普

通自動車免許

に係る試験の

実施

普通自動

車免許に

係る試験

を受けよ

うとする

者

普通自

動車免

許試験

手数料

(1) 略

(2) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

又は第５号に

該当して同項

の規定の適用

を受ける場合

（(3)に掲げ

る場合を除く｡）

1,900円

(3) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

（道路交通法

施行令第33条

の６の２第６

号に規定する

理由に限る｡）

に該当して同

項の規定の適

用を受ける場

合 800円

受験申

込みの

とき

4



改正前 改正後

(3) 略 (4) 略

454の２ 道路

交通法第89条

の規定に基づ

く特定第一種

運転免許（大

型特殊自動車

免許、大型自

動二輪車免許、

普通自動二輪

車免許又は牽

引免許をいう。

以下第467号

までにおいて

同じ｡）又は

大型特殊自動

車第二種免許

若しくは牽引

第二種免許に

係る試験の実

施

特定第一

種運転免

許又は大

型特殊自

動車第二

種免許若

しくは牽

引第二種

免許に係

る試験を

受けよう

とする者

特定第

一種運

転免許

又は大

型特殊

自動車

第二種

免許若

しくは

牽引第

二種免

許試験

手数料

(1) 略

(2) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

又は第５号に

該当して同項

の規定の適用

を受ける場合

1,900円

(3) 略

受験申

込みの

とき

454の２ 道路

交通法第89条

の規定に基づ

く特定第一種

運転免許（大

型特殊自動車

免許、大型自

動二輪車免許、

普通自動二輪

車免許又は牽

引免許をいう。

以下第467号

までにおいて

同じ｡）又は

大型特殊自動

車第二種免許

若しくは牽引

第二種免許に

係る試験の実

施

特定第一

種運転免

許又は大

型特殊自

動車第二

種免許若

しくは牽

引第二種

免許に係

る試験を

受けよう

とする者

特定第

一種運

転免許

又は大

型特殊

自動車

第二種

免許若

しくは

牽引第

二種免

許試験

手数料

(1) 略

(2) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

又は第５号に

該当して同項

の規定の適用

を受ける場合

（(3)に掲げ

る場合を除く｡）

1,900円

(3) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

（道路交通法

施行令第33条

の６の２第６

号に規定する

理由に限る｡）

に該当して同

項の規定の適

用を受ける場

合 800円

(4) 略

受験申

込みの

とき

455 道路交通 小型特殊 小型特 (1) 道路交通 受験申 455 道路交通 小型特殊 小型特 (1) 道路交通 受験申
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改正前 改正後

法第89条の規

定に基づく小

型特殊自動車

免許又は原動

機付自転車免

許に係る試験

の実施

自動車免

許又は原

動機付自

転車免許

に係る試

験を受け

ようとす

る者

殊自動

車免許

又は原

動機付

自転車

免許試

験手数

料

法第97条の２

第１項の規定

の適用を受け

る場合 1,900

円

(2) 略

込みの

とき

法第89条の規

定に基づく小

型特殊自動車

免許又は原動

機付自転車免

許に係る試験

の実施

自動車免

許又は原

動機付自

転車免許

に係る試

験を受け

ようとす

る者

殊自動

車免許

又は原

動機付

自転車

免許試

験手数

料

法第97条の２

第１項の規定

の適用を受け

る場合（(2)

に掲げる場合

を除く｡）

1,900円

(2) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

（道路交通法

施行令第33条

の６の２第６

号に規定する

理由に限る｡）

に該当して同

項の規定の適

用を受ける場

合 800円

(3) 略

込みの

とき

455の２ 道路

交通法第89条

の規定に基づ

く大型自動車

第二種免許、

中型自動車第

二種免許又は

大型自動

車第二種

免許、中

型自動車

第二種免

許又は普

通自動車

大型自

動車第

二種免

許、中

型自動

車第二

種免許

(1) 略

(2) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

又は第５号に

該当して同項

の規定の適用

受験申

込みの

とき

455の２ 道路

交通法第89条

の規定に基づ

く大型自動車

第二種免許、

中型自動車第

二種免許又は

大型自動

車第二種

免許、中

型自動車

第二種免

許又は普

通自動車

大型自

動車第

二種免

許、中

型自動

車第二

種免許

(1) 略

(2) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

又は第５号に

該当して同項

の規定の適用

受験申

込みの

とき
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改正前 改正後

普通自動車第

二種免許に係

る試験の実施

第二種免

許に係る

試験を受

けようと

する者

又は普

通自動

車第二

種免許

試験手

数料

を受ける場合

1,900円

(3) 略

普通自動車第

二種免許に係

る試験の実施

第二種免

許に係る

試験を受

けようと

する者

又は普

通自動

車第二

種免許

試験手

数料

を受ける場合

（(3)に掲げ

る場合を除く｡）

1,900円

(3) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

（道路交通法

施行令第33条

の６の２第６

号に規定する

理由に限る｡）

に該当して同

項の規定の適

用を受ける場

合 800円

(4) 略

456～457 略 456～457 略

458 道路交通

法第92条第１

項の規定に基

づく第一種運

転免許又は第

二種運転免許

に係る免許証

の交付

第一種運

転免許又

は第二種

運転免許

に係る免

許証の交

付を受け

ようとす

第一種

運転免

許証又

は第二

種運転

免許証

交付手

数料

交付申

請のと

き

458 道路交通

法第92条第１

項の規定に基

づく第一種運

転免許又は第

二種運転免許

に係る免許証

の交付

第一種運

転免許又

は第二種

運転免許

に係る免

許証の交

付を受け

ようとす

第一種

運転免

許証又

は第二

種運転

免許証

交付手

数料

(1) 道路交通

法第97条の２

第１項第３号

（道路交通法

施行令第33条

の６の２第６

号に規定する

理由に限る｡）

交付申

請のと

き
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改正前 改正後

る者

2,050円（道路

交通法第92条第

１項後段の規定

る者 に該当して同

項の規定の適

用を受ける場

合 1,700円

（同法第92条

第１項後段の

規定により、

一の種類の免

許に係る免許

証に他の種類

の免許に係る

事項を記載し

てその種類の

免許に係る免

許証の交付に

代える場合に

あっては、

1,700円に、

当該他の種類

の免許に係る

事項を記載す

るごとに200

円を加えた金

額）

(2) (1)に掲げ

る場合以外の

場合 2,050
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改正前 改正後

により、一の種

類の免許に係る

免許証に他の種

類の免許に係る

事項を記載して

その種類の免許

に係る免許証の

交付に代える場

合にあっては、

2,050円に、当

該他の種類の免

許に係る事項を

記載するごとに

200円を加えた

金額）

円（道路交通

法第92条第１

項後段の規定

により、一の

種類の免許に

係る免許証に

他の種類の免

許に係る事項

を記載してそ

の種類の免許

に係る免許証

の交付に代え

る場合にあっ

ては、2,050

円に、当該他

の種類の免許

に係る事項を

記載するごと

に200円を加

えた金額）

459 略 459 略

460 道路交通

法第94条第２

項の規定に基

づく第一種運

転免許又は第

第一種運

転免許又

は第二種

運転免許

に係る免

第一種

運転免

許証又

は第二

種運転

3,500円。ただ

し、一の種類の

免許に係る免許

証に他の種類の

運転免許に係る

再交付

申請の

とき

460 道路交通

法第94条第２

項の規定に基

づく第一種運

転免許又は第

第一種運

転免許又

は第二種

運転免許

に係る免

第一種

運転免

許証又

は第二

種運転

2,250円。ただ

し、一の種類の

免許に係る免許

証に他の種類の

運転免許に係る

再交付

申請の

とき
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改正前 改正後

二種運転免許

に係る免許証

の再交付

許証の再

交付を受

けようと

する者

免許証

再交付

手数料

事項を記載した

免許証の再交付

は、一の免許証

の再交付とする。

二種運転免許

に係る免許証

の再交付

許証の再

交付を受

けようと

する者

免許証

再交付

手数料

事項を記載した

免許証の再交付

は、一の免許証

の再交付とする。

461～471の３ 略 461～471の３ 略

471の４ 道路

交通法第104

条の４第６項

の規定に基づ

く運転経歴証

明書の交付

運転経歴

証明書の

交付を申

請する者

運転経

歴証明

書交付

手数料

1,100円 交付申

請のと

き

471の４ 道路

交通法第104

条の４第６項

（同法第105

条第２項にお

いて準用する

場合を含む｡）

の規定に基づ

く運転経歴証

明書の交付

運転経歴

証明書の

交付を申

請する者

運転経

歴証明

書交付

手数料

1,100円 交付申

請のと

き

472～480の２ 略 472～480の２ 略

481 道路交通

法第108条の

２第１項第９

号の規定に基

づく指定自動

車教習所の道

路交通法施行

令（昭和35年

政令第270号）

第41条に規定

指定自動

車教習所

の道路交

通法施行

令第41条

に規定す

る職員に

対する講

習を受講

しようと

指定自

動車教

習所職

員講習

手数料

講習１時間につ

き750円

受講申

込みの

とき

481 道路交通

法第108条の

２第１項第９

号の規定に基

づく指定自動

車教習所の道

路交通法施行

令第41条に規

定する職員に

対する講習の

指定自動

車教習所

の道路交

通法施行

令第41条

に規定す

る職員に

対する講

習を受講

しようと

指定自

動車教

習所職

員講習

手数料

講習１時間につ

き750円

受講申

込みの

とき
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附 則

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第４号）の施行の日から施行する。た

だし、別表第１第453号から第455号の２まで、第458号、第460号、第471号の４及び第481号の改正規定は、令和元年12月１日から施行する。

改正前 改正後

する職員に対

する講習の実

施

する者 実施 する者

482～494 略 482～494 略

備考 略 備考 略
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